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Ⅰ．新しい総合事業の概要 
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新しい総合事業の実施に関する指針① 

【事業の目的・考え方】 

○団塊の世代が75歳以上となる平成37（2025）年に向け、介護が必 

  要な状態になっても住み慣れた地域で暮らし続けることができるよ 

  うにするため、市町村が中心となって、介護だけでなく、医療や予 

  防、生活支援、住まいを包括的に提供する地域包括ケアシステム 

  の構築が課題となっている。 

 

○地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサー 

  ビスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、 

  要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすること 

  を目指す。 
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新しい総合事業の実施に関する指針② 

○要支援者等については、掃除や買い物などの生活行為（ＩＡＤＬ）の 

  一部が難しくなっているが、排せつ、食事摂取などの身の回りの生 

  活行為（ＡＤＬ）は自立している者が多い。このような要支援者の状 

  態を踏まえると、支援する側とされる側という画一的な関係性では 

  なく、地域とのつながりを維持しながら、有する能力に応じた柔軟 

  な支援を受けていくことで、自立意欲の向上につなげていくことが 

  期待される。 

○そのため、要支援者等の多様な生活ニーズについて、従来予防給 

  付として提供していた全国一律の介護予防訪問介護及び介護防 

  通所介護を、市町村の実施する総合事業に移行し、要支援者自 

  身の能力を最大限活かしつつ、介護予防訪問介護等と住民等が 

  参画するような多様なサービスを総合的に提供可能な仕組みに見 

  直すこととした。 
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【財源構成】 
 

国 25% 

 

都道府県  

 12.5% 

 

市町村  

 12.5% 

 

1号保険料  

 22% 

 

2号保険料  

 28% 

 

 

 

【財源構成】 
 

国 39% 

 

都道府県  

 19.5% 

 

市町村   

 19.5% 

 

1号保険料    

 22% 

 

介護予防給付 
 （要支援1～２） 

介護予防事業 
又は介護予防・日常生活支援総合事業 

○ 二次予防事業 

○ 一次予防事業 
介護予防・日常生活支援総合事業の場合 

は、上記の他、生活支援サービスを含む 

要支援者向け事業、介護予防支援事業。 

包括的支援事業 
○地域包括支援センターの運営 

  ・介護予防ケアマネジメント、総合相談支援 

   業務、権利擁護業務、ケアマネジメント支援 

任意事業 
○ 介護給付費適正化事業 

○ 家族介護支援事業 

○ その他の事業 

新しい介護予防・日常生活支援総合事業 
（要支援1～２、それ以外の者） 

○ 介護予防・生活支援サービス事業 

  ・訪問型サービス 

  ・通所型サービス 

  ・生活支援サービス（配食等） 
  ・介護予防支援事業（ケアマネジメント） 

○ 一般介護予防事業 

包括的支援事業  

○ 地域包括支援センターの運営 
（左記に加え、地域ケア会議の充実） 

○ 在宅医療・介護連携の推進 

○ 認知症施策の推進 
（認知症初期集中支援チーム、認知症地域支援推進員 等） 

○ 生活支援サービスの体制整備 
（コーディネーターの配置、協議体の設置等） 

介護予防給付（要支援1～２） 

充
実 

現行と同様 

事業に移行 

訪問看護、福祉用具等 

訪問介護、通所介護 

多
様
化 

任意事業 
○ 介護給付費適正化事業 

○ 家族介護支援事業 

○ その他の事業 

地
域
支
援
事
業 

地
域
支
援
事
業 

介護給付 （要介護1～５） 介護給付（要介護1～５） 

＜現行＞ ＜見直し後＞ 介護保険制度 

全市町村で
実施 

介護予防・日常生活支援総合事業（新しい総合事業）の構成 

平成２９年４月～ 
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総合事業の概要① 

予防給付によるサービス 

・訪問型サービス 

 

・通所型サービス 

 

・生活支援サービス 

（配食・見守り等） 
・訪問看護 

・訪問リハビリテーション 

・通所リハビリテーション 

・短期入所療養介護 

・居宅療養管理指導 

・特定施設入居者生活介護 

・短期入所者生活介護 

・訪問入浴介護 

・認知症対応型通所介護 

・小規模多機能型居宅介護 

・認知症対応型共同生活介護 

・福祉用具貸与 

・福祉用具販売 

・住宅改修など 

 

訪問介護・通所介護
について事業へ移行 

従来どおり 

予防給付で実施 

新しい総合事業によるサービス 

・現行の訪問サービスに加え、多様 

 なサービスを実施 

※多様な主体による多様なサービスの提供を推進 

※総合事業のみ利用の場合は、基本チェックリスト該当で利用可 

○多様な主体による柔軟な取り組みにより効果的かつ効率的にサービスを提供できるよう、予防給付の訪問介護、
通所介護は、総合事業にすべて移行 

○その他のサービスは、予防給付によるサービスを利用 

・訪問介護 

・通所介護 
・現行の通所サービスに加え、多様 

 なサービスを実施 
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訪問看護、福祉用具等 
※全国一律の人員基準、運営基準 

 

 

介護予防給付 

介護予防・生活支援サービス事業対象者 要 支 援 者 

総 合 事 業 

要支援認定 

一般介護予防事業（要支援者等も参加できる住民運営の通いの場の充実等。全ての高齢者が対象。） 

一般高齢者等 

地域包括支援センターが介護予防ケアマネジメントを実施 

総合事業の概要② 

○ 訪問介護・通所介護以外のサービス（訪問看護、福祉用具等）は、引き続き介護予防給付によるサービス提供を継続。   

○ 地域包括支援センターによる介護予防ケアマネジメントに基づき、総合事業（介護予防・生活支援サービス事業及び一般介護

予防事業）のサービスと介護予防給付のサービス（要支援者のみ）を組み合わせる。 

○ 介護予防・生活支援サービス事業によるサービスのみ利用する場合は、要介護認定等を省略して「介護予防・生活支援サー

ビス事業対象者」とし、迅速なサービス利用を可能に（基本チェックリストで判断）。 

※ 第２号被保険者は、基本チェックリストではなく、要介護認定等申請を行う。 

介護予防・生活支援サービス事業 
①訪問型・通所型サービス 

②その他の生活支援サービス（栄養改善を目的とした配食、定期的な安否確認・緊急時の対応 等） 

 ※事業内容は、市町村の裁量を拡大、柔軟な人員基準・運営基準 

従 来 の 要 支 援 者 
基本チェックリスト※で判断 

※２次予防事業対象者把
握のための基本チェックリ
ストの配布は行わない 
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○予防給付のうち訪問介護・通所介護について、市町村が地域の実情に応じた取組ができる介護保険制度の地域支援事業へ移

行（２９年度末まで）。財源構成は給付と同じ（国、都道府県、市町村、1号保険料、２号保険料）。 

○既存の介護事業所による既存のサービスに加えて、NPO、民間企業、ボランティアなど地域の多様な主体を活用して高齢者を

支援。高齢者は支え手側に回ることも。 

  総合事業と生活支援サービスの充実 

 ・住民主体で参加しやすく、地域に根ざした介護予防活動の推進 

 ・元気な時からの切れ目ない介護予防の継続 

 ・リハビリテーション専門職等の関与による介護予防の取組 

 ・見守り等生活支援の担い手として、生きがいと役割づくりによる互助の推進 

 

 
・住民主体のサービ 

 ス利用の拡充 

 

・認定に至らない 

 高齢者の増加 

 

・重度化予防の推進 

・専門的なサービスを必要とする人に 
 は専門的なサービスの提供 
 （専門サービスにふさわしい単価） 

・支援する側とされる側という画一的 
 な関係性ではなく、サービスを利用 
 しながら地域とのつながりを維持で 
 きる 
 
・能力に応じた柔軟な支援により、 
 介護サービスからの自立意欲が向上 

 

 

・多様なニーズに対 

 するサービスの拡 

 がりにより、在宅生 

 活の安心確保 

予防給付 
（全国一律の基準） 

地域支援事業 

移行 

移行 

・多様な担い手による多様なサービス（多
様な単価、住民主体による低廉な 
 単価の設定、単価が低い場合には 
 利用料も低減） 

同時に実現 

サービスの充実 

費用の効率化 

訪問介護 
 ＮＰＯ、民間事業者等による掃除・洗濯等の 

 生活支援サービス 

 住民ボランティアによるゴミ出し等の生活支 

 援サービス 

 既存の訪問介護事業所による身体介護・生  

 活援助の訪問介護 

通所介護 

 既存の通所介護事業所による機能訓練等 

 の通所介護 

 ＮＰＯ、民間事業者等によるﾐﾆﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 

 ｺﾐｭﾆﾃｨｻﾛﾝ、住民主体の運動・交流の場 

 リハビリ、栄養、口腔ケア等の専門職等関与 

 する教室 

介護予防・生活支援の充実 
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介護予防・ 
日常生活 
支援総合 
事業 
（新しい 
総合事業） 

介護予防・生活
支援サービス
事業 

一般介護予防事業 

訪問型サービス 
（第１号訪問事業） 

通所型サービス 
（第１号通所事業） 

その他の生活支援サービス 
（第１号生活支援事業） 

介護予防ケアマネジメント 
（第１号介護予防支援事業） 

・第１号被保険者の全ての者 

・その支援のための活動に
関わる者 

（従来の要支援者） 

・要支援認定を受け    
た者（要支援者） 

・基本チェックリスト
該当者（介護予防・
生活支援サービス
対象事業者） 

 

・現行の訪問 

 介護相当 

 

・多様な 

 サービス 

 

・現行の通所 

 介護相当 
 

・多様な 

 サービス 

②介護予防普及啓発事業 

③地域介護予防活動支援事業 

④一般介護予防事業評価事業 

⑤地域リハビリテーション活動支援事業 

①介護予防把握事業 

【参考】介護予防・日常生活支援総合事業（新しい総合事業）の構成 

②訪問型サービスA（緩和した基準によるサービス） 

①訪問介護 

③訪問型サービスB（住民主体による支援） 

④訪問型サービスC（短期集中予防サービス） 

⑤訪問型サービスD（移動支援） 

①通所介護 

②通所型サービスA（緩和した基準によるサービス） 

③通所型サービスB（住民主体による支援） 

④通所型サービスC（短期集中予防サービス） 

①栄養改善の目的とした配食 

②住民ボランティア等が行う見守り 

③訪問型サービス、通所型サービスに準じる
自立支援に資する生活支援（訪問型サービ
ス・通所型サービスの一体的提供等） 

※ 上記はサービスの典型例として示しているもの。市町村はこの例を 
  踏まえて、地域の実情に応じた、サービス内容を検討する。 
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Ⅱ．静岡市の現状 
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静岡市の人口推計 

79,942  82,826  85,712  88,953  91,499  93,541  96,748  100,000  102,812  111,248  126,176  

92,935  92,722  90,707  93,567  97,875  102,017  103,679  101,761  100,679  97,428  81,443  

452,596  449,641  447,737  448,185  440,212  432,153  425,403  410,839  406,483  393,417  
376,339  

93,306  92,308  91,642  91,252  89,743  88,469  86,911  
83,343  81,704  

76,785  
68,556  

718,779  717,497  715,798  721,957  719,329  716,180  712,741  
695,943  691,678  

678,878  

652,514  

24.1% 24.5% 24.6% 25.3% 
26.3% 

27.3% 
28.1% 

29.0% 29.4% 
30.7% 

31.8% 

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成32年 平成37年 

（人） 

75歳以上 65～74歳 15～64歳 0～14歳 高齢化率 

※数値は、各年９月末時点の実績値又は推計値（Ｈ２８以降は推計）   
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本市の高齢者人口は、平成２７年を過ぎるとほぼ横ばい 

７５歳以上人口は平成２７年以降も増加が続く見込み 

静岡市の高齢者人口の推移及び推計 

93,567  97,875  102,017  103,679  101,761  100,679  97,428  

81,443  

88,953  
91,499  

93,541  96,748  100,000  102,812  111,248  
126,176  

25.3 
26.3 

27.3 

28.1 
29.0 

29.4 
30.7 

31.8 

12.3 12.7 13.1 
13.6 

14.4 
14.9 

16.4 

19.3 

10

15

20

25

30

35

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H32 H37

割
合
（
％
）
 

高
齢
者
人
口
（
人
）
 

65～74歳 75歳以上 高齢化率 75歳以上人口の割合 

※数値は、各年９月末時点の実績値又は推計値（Ｈ２８以降は推計）  出典：実績は住民基本台帳、推計は国立社会保障・人口問題研究所 
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静岡市の高齢者の状況 

ほぼ１０人に１人が認知症高齢者 ６年間で約１．４倍増加 

12 

31,546 
33970 34536 

36453 
38681 

41931 
43650 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

21 22 23 24 25 26 27

世帯 
ひとり暮らし世帯 

15,267 16,029 16,875 17,652 18,584 
19949 20847 

8.83  
9.13  

9.57  9.67  9.81  
10.20  

10.40  

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

21 22 23 24 25 26 27

％ 
（人） 認知症高齢者の推移 

認知症高齢者数（Ⅱ以上） 高齢者人口からみた割合 



3,279  3,758  3,966  4,302  4,716  5,098  5,980  6,603  3,750  4,062  4,479  4,531  
5,253  5,640  

6,580  
7,200  

6,010  
6,612  7,209  7,849  

8,582  
9,262  

11,049  
12,329  

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H32 H37

要介護５ 

要介護４ 

要介護３ 

要介護２ 

要介護１ 

要支援２ 

要支援１ 

29,650 
31,327 

33,401 
34,768 

37,772 

39,833 

45,425 

50,864 

 

静岡市の要介護・要支援認定者数の推移及び推計 

※数値は、各年９月末時点の実績値又は推計値（Ｈ２８以降は推計）   

要介護１以下の比較的軽度な認定者の伸びが増加 

人 
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サービス移行のイメージ 

訪問サービス 通所サービス 

サービスの
担い手 

内容 

指定介護予防訪問介護事業所 

訪問介護員 

（介護福祉士・ヘルパー等） 

指定介護予防通所介護事業所 

従業者（生活相談員、看護職員、介
護職員、機能訓練指導員） 

自立にむけて支援するための身体
介護や日常の生活援助 

（専門性が必要な身体介護・生活援
助、軽度な日常生活の支援） 

日帰りで行う、食事などの基本的なサー
ビスや生活行為向上の支援、その人の

目標にあった選択的サービス 

（新たな） 
多様な 

担い手 

軽度な 

日常生活の 

支援 

介護事業所 

専門職 

専門性が必要な 

身体介護・生活援助 

サービスの
担い手 

内容 

介護事業所 

専門職 

専門性が必要な 

通所して行うサービス 

（新たな） 
多様な 

担い手 

身体介護が必要で
なく、閉じこもりの防
止などを目的とした
サービス 
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静岡市の総合事業の構成（案） 

一般介護予防事業 

その他の生活支援サービス（配食見守りサービスなど） 
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Ⅲ．訪問型サービスについて 
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 訪問型サービスの類型（案） 

サービス種別 現行相当サービス 

緩和した基準による 

サービス 

（サービスＡ） 

住民主体による 

支援 

（サービスＢ） 

短期集中予防 

サービス 

（サービスＣ） 

移動支援 

（サービスＤ） 

サービス 

内容 
訪問介護員による身体介護、
生活援助 

生活援助 
住民主体の自主活
動として行う生活支
援 

保健師等による居宅
での相談指導等 

移送前後の生活
支援 

対象者像 

○既にサービスを利用してお
り、サービスの利用の継続が
必要なケース 

○自立のために、身体介護の
み、身体介護と生活援助の一
体的なサービス提供が必要
なケース 

○代替のサービスの利用が
困難なケース 

○身体機能や認知機能の低
下がみられ、専門的な支援が
必要な者 

○身体介護が必要なく、
利用者が自力で家事等を
行うことが困難なケース 

○簡易な支援によ
り日常生活を保て
る者 

○うつ・閉じこもり
傾向があり、運動
機能やＱＯＬ向上の
ための個別指導が
必要なケースなど 

○バス・電車を利
用した移動に、何
らかの介助が必
要なケース 

従事者 訪問介護員 
一定の研修受講者 

訪問介護員 
ボランティア主体 保健・医療の専門職 ボランティア主体 

実施方法 事業者指定 事業者指定 補助（助成） 直接実施 補助（助成） 

報酬の 

考え方 

現行の報酬と同様 

月包括単価 

月包括単価 

（現行相当サービスの７割程
度） 

－ － － 

サービス 

提供時間の 

考え方 

○週１回程度利用 要支援
１・２・事業対象者 

○週2回程度利用 要支援１・
２・事業対象者 

○週2回を超える利用 要支
援２ 

○週１回程度利用 要支援
１・２・事業対象者 １回当た
り30分以上60分以内 

○週2回程度利用 要支援

１・２・事業対象者 １回当た
り30分以上60分以内 

必要な回数 
３～６ヶ月の短期間
で必要な回数 

必要な回数 

自己負担の考え方 １割、一定以上所得者は２割 １割、一定以上所得者は２割 各団体の任意 なし 各団体の任意 17 



 訪問型サービスの人員・設備基準（案） 

  
現行の訪問介護相当のサービス 

（現行の基準と同様） 
緩和した基準によるサービス（サービスＡ） 住民主体による支援（サービスＢ） 

人員 

○管理者※１ 常勤・専従１以上 

○訪問介護員等 常勤換算2.5以上 

  【資格要件：介護福祉士、介護職員初任者研修
修了者等】 
○サービス提供責任者 常勤の訪問介護員等のう
ち、利用者40人に１人以上※２ 

  【資格要件：介護福祉士、実務者研修修了者、３
年以上介護等の業務に従事した介護職員初任者
研修等修了者】 
 

※１支障がない場合、他の職務、同一敷地内の他
事業所等の職務に従事可能。 

※２一部非常勤職員も可能 

○管理者※１ 専従１以上 

○従事者 １人以上 

  【資格要件：介護福祉士・介護職員初任者
研修修了者又は一定の研修受講者】 
○訪問事業責任者 １人以上 

  【資格要件：従事者に同じ】 
 

※１支障がない場合、他の職務、同一敷地内
の他事業所等の職務に従事可能。 

○従事者 必要数 

設備 
○事業の運営に必要な広さを有する専用の区画 

○必要な設備・備品 
○事業の運営に必要な広さを有する専用の区画 

○必要な設備・備品 
○事業の運営に必要な広さを有する区画 

○必要な設備・備品 

運営 

○個別サービス計画の作成 

○運営規定等の説明・同意 

○提供拒否の禁止 

○訪問介護員等の清潔の保持・健康状態の管理 

○秘密保持等 

○事故発生時の対応 

○廃止・休止の届出と便宜の提供 等 

○必要に応じ、個別サービス計画の作成 

○従事者の清潔の保持・健康状態の管理 

○秘密保持等 

○事故発生時の対応 

○廃止・休止の届出と便宜の提供 

○従事者の清潔の保持・健康状態の管理 

○秘密保持等 

○事故発生時の対応 

○廃止・休止の届出と便宜の提供 

18 



Ⅳ．通所型サービスについて 
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 通所型サービスの類型（案） 

現行相当サービス 
緩和した基準によるサービス

（サービスＡ） 
住民主体による支援 

（サービスＢ） 
短期集中予防サービス

（サービスＣ） 

サービス内容 

通所介護と同様のサービス 

生活機能の向上のための機
能訓練 

ミニデイサービス・運動 等 

（入浴サービスは提供しない） 
体操、レクリエーション
等の活動など、自主的
な通いの場 

保健師等による生活機
能を改善するためのプ
ログラム 

対象者像とサービス提供
の考え方 

○既にサービスを利用しており、
サービスの利用の継続が必要な
ケース 

○代替のサービスの利用が困難
なケース 

○身体機能や認知機能の低下
がみられ、専門的な支援が必要
な者 

○自宅での入浴に不安があり見
守りが必要なケース 

○身体介護の必要のない
ケース 

○簡易な運動等により、運動
器機能の維持・向上が見込ま
れるケース 

○身体介護の必要のな
いケース 

○外出や交流の機会が
少なく、閉じこもりの防
止が主目的となるケー
ス 

○生活機能の維持・向
上のために、低栄養状
態の改善が必要なケー
ス 

○口腔機能が低下した
状態を改善する必要が
あるケース 

実施方法 事業者指定 事業者指定 補助（助成） 直接実施 

実施主体 
通所介護事業者 通所介護事業者 

フィットネスクラブ 等 

ボランティア主体 市 

報酬の考え方 

月包括算定 

提供時間別の類型により報酬
を設定（要介護サービスのイ
メージ） 

月包括算定 

人員配置に応じ、現行相当
サービスの７～８割程度（機
能訓練指導員の配置の有無
によって異なる単価とする） 
加算の算定は行わない 

－ － 

サービス提供時間の考え
方 

○週1回程度利用 要支援１・
事業対象者  

○週2回程度利用 要支援２ 

○週1回程度利用 要支援１・
事業対象者  

○週2回程度利用 要支援２ 

必要な回数 ３～６ヶ月の短期間で必
要な回数 

自己負担の 

考え方 
１割、一定以上所得者は２割 １割、一定以上所得者は２割 各団体の任意 なし 20 



 通所型サービスの人員・設備基準（案） 

23 

  
現行の通所介護相当のサービス 

（現行の基準と同様） 
緩和した基準によるサービス 住民主体による支援サービスＢ 

人員 

○管理者※１ 常勤・専従１以上 
○生活相談員 専従１以上 
○看護職員 専従１以上 
○介護職員 ～15人 専従１以上 
        15人～利用者１人に専従0.2以上 
  （生活相談員・介護職員の１以上は常勤） 
○機能訓練指導員 １以上 
   
※１支障がない場合、他の職務、同一敷地内
の他事業所等の職務に従事可能。 

○管理者※１ 専従１以上 
○介護職員 ～15人 専従１以上 
       15人～利用者１人に専従0.1以上 
 
※１支障がない場合、他の職務、同一敷地内
の他事業所等の職務に従事可能。 
※２生活相談員、看護職員及び機能訓練指
導員の設置は必須としない。 

○従事者 必要数 

設備 

○食堂・機能訓練室（３㎡×利用定員以上） 
○静養室・相談室・事務室 
○消火設備その他の非常災害に必要な設備 
○必要なその他の設備・備品 

○サービスを提供するために必要な場所 
（３㎡×利用定員以上） 
○必要な設備・備品 

○サービスを提供するために必要な場所 
○必要な設備・備品 

運営 

○個別サービス計画の作成 
○運営規定等の説明・同意 
○提供拒否の禁止 
○従事者の清潔の保持・健康状態の管理 
○秘密保持等 
○事故発生時の対応 
○廃止・休止の届出と便宜の提供 等 

○必要に応じ、個別サービス計画の作成 
○従事者の清潔の保持・健康状態の管理 
○秘密保持等 
○事故発生時の対応 
○廃止・休止の届出と便宜の提供 

○従事者の清潔の保持・健康状態の管理 
○秘密保持等 
○事故発生時の対応 
○廃止・休止の届出と便宜の提供 
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Ⅴ．ケアマネジメントについて 
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静岡市の要介護・要支援認定者数の推移及び推計 

※数値は、各年９月末時点の実績値又は推計値（Ｈ２８以降は推計）   

要介護１以下の比較的軽度な認定者の伸びが増加 

人 
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介護予防ケアマネジメントの基本的な考え方 

【介護予防ケアマネジメント】 

「高齢者が要介護状態になることをできるだけ防ぐ（
遅らせる）」 

「要支援・要介護状態になってもその悪化をできる
限り防ぐ」 

高齢者自身が地域における自立した日常生活をお
くれるよう支援するものであり、従来からのケアマネ
ジメントのプロセスに基づくもの 

 

 

 

 

24 



介護予防ケアマネジメントのプロセス 

○従来からのケアマネジメントのプロセスに基づくものである 

アセスメント 

（課題分析） 
ケアプラン 

原案作成 
サービス担
当者会議 

説明・同意
ケアプラン
確定・交付 

ケアプラン
実行（サー
ビス利用） 

モニタリン
グ・評価 

アセスメントに
より、導き出し
た課題を利用
者と共有しなが
ら、本人の意欲
を引出し、目標
を設定する。 

ケアマネジメントＡ （原則的な介護予防ケアマネジメント） 

ケアマネジメントＢ （簡略化したケアマネジメント） 

ケアマネジメントＣ （初回のみの介護予防ケアマネジメント） 

静岡市は 

当面ない 

見込み 

地域包括支援センター等による 

ケアマネジメントの実施 

（一部委託可能） 

初回 

地域包括支援センター
等によるケアマネジメ

ント 

開始後は 

本人によるマネジメ
ントの実施 

25 



具体的な介護予防ケアマネジメントの類型と考え方 

①ケアマネジメントＡ（原則的な介護予防ケアマネジメント） 

・介護予防・生活支援サービス事業の指定を受けた 

 事業所のサービスを利用する場合 

・訪問型サービスＣ、通所型サービスＣを利用する場合 

・その他地域包括支援センターが必要と判断した場合 

アセスメント 

→ケアプラン原案作成 

→サービス担当者会議 

→利用者への説明・同意 

→ケアプランの確定・交付 

  【利用者・サービス提供へ】 
→サービス利用開始 

→モニタリング【給付管理】 

②ケアマネジメントＢ（簡略化した介護予防ケアマネジメント） 

・①又は③以外のケースで、ケアマネジメントの過程 

 で判断した場合（指定事業所以外の多様なサービ 

 スを利用する場合等） 

アセスメント 

→ケアプラン原案作成 

（→サービス担当者会議） 
→利用者への説明・同意 

→ケアプランの確定・交付 

  【利用者・サービス提供へ】 
→サービス利用開始 

（→モニタリング（適宜）） 

③ケアマネジメントＣ（初回のみの介護予防ケアマネジメント） 

・ケアマネジメントの結果、補助や助成のサービス利 

 用や配食などのその他の生活支援サービスの利用 

 につなげる場合 

 （※必要に応じ、その後の状況把握を実施） 

アセスメント 

→ケアマネジメント結果案作成 

→利用者への説明・同意 

→利用するサービス提供者等への説明・送付 

→サービス利用開始 

※（  ）内は、必要に応じて実施 26 



ケアマネジメント類型における各プロセスの実施 

ケアマネジメントＡ ケアマネジメントＢ ケアマネジメントＣ 

アセスメント ○ ○ ○ 

ケアプラン原案作成 ○ ○ － 

サービス担当者会議 ○ △ － 

利用者への説明・同意 ○ ○ ○ 

ケアプラン確定・交付 ○ ○ （○） 
（ケアマネジメント結果） 

サービス利用開始 ○ ○ ○ 

モニタリング ○ △ － 

（○：実施   △：必要に応じて実施   －：不要） 
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サービス提供開始の翌月から３か月を１クールとしたときの考え方 

ケアマネジメント ケアプラン 利用サービス サービス提供開始月 翌月 翌々月 ３か月目 

ケアマネジメント 

Ａ 
作成あり 

指定事業者の 

サービス 

サービス担当者会議 ○ × × ○ 

モニタリング等 －（※１） 
○ 

（※１） 
○ 

（※１） 

○ 
（面接による） 

（※１） 

報酬 
基本報酬＋初回加算 

（※２） 
基本 基本 基本 

訪問型Ｃ・ 
通所型Ｃ 

サービス 

サービス担当者会議 ○ × × ○ 

モニタリング等 － ○ ○ ○ 

報酬 基本報酬＋初回加算 基本 基本 基本 

ケアマネジメント 

Ｂ 
作成あり 

ケアマネジメント 

Ａ，Ｃに属さない 

サービス 

サービス担当者会議 △（必要時実施） × × × 

モニタリング等 － × × 
△ 

（必要時実施） 

報酬 
（基本報酬－ＸーＹ）＋初回加算 

（※３） 
基本－ 

ＸーＹ 

基本－ 

ＸーＹ 

基本－ 

ＸーＹ 

ケアマネジメント 

Ｃ 

作成なし 

（ケアマネジ
メント結果
の通知） 

その他 

（委託・補助）の 

サービス 

サービス担当者会議 × × × × 

モニタリング等 － × × × 

報酬 初回加算の単価 × × × 

一般介護予防・ 
民間事業のみ 

サービス担当者会議 × × × × 

モニタリング等 － × × × 

報酬 初回加算の単価 × × × 

（※１）指定事業者のサービスを利用する場合には、給付管理票の作成が必要       （※２）基本報酬：予防給付の単価を踏まえた単価を設定 

（※３）Ｘ：サービス担当者会議実施分相当単位、Ｙ：モニタリング実施分相当単位 

静岡市は該当
サービスなし 
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認定状態区分 利用可能サービス １ヶ月あたりの支給限度額 

要介護認定者 介護給付 要介護度による（従来どおり） 

要支援認定者 ○予防給付のみ 

○予防給付＋総合事業サービス 

○総合事業サービスのみ 

要支援２：10,473単位（従来どおり） 
要支援１：5,003単位（従来どおり） 

事業対象者 総合事業サービスのみ 5,003単位 

事業対象者の１ヶ月あたりの支給限度額 

※本市において「事業対象者」の１ヶ月あたりの支給限度額は例外なく5,003単位となります。 

（「事業対象者」の有効期間） 

「事業対象者」は有効期間の終期が無いため、更新手続きは不要です。要介護または要支援
認定者となるまで「事業対象者」として総合事業サービスのみ利用することができます。 
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Ⅵ．その他のお知らせ 
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事業者指定について 

【平成27年３月31日までに予防訪問・通所事業所の指定を受けている事業所】 
○総合事業の現行相当サービスについては、平成30年３月31日まで指定を受けているものと 

  みなされますので、新たに指定申請を行う必要はありません。 

  ＜みなし指定の有効期間＞ 

         平成27年４月１日～平成30年３月31日まで（３年間） 
○「みなし指定」を受けた事業者について、平成30年４月１日以降も現行相当サービスを継続す  

  る場合には、総合事業の指定の更新を受ける必要があります。 

  （当該更新手続きは、時期が近づき次第改めて周知予定です。） 
○訪問型基準緩和サービス（サービスＡ）及び通所型基準緩和サービス（サービスＡ）を提供す 

  るためには、別途指定手続きが必要です。 

【平成27年４月１日以降に予防訪問・通所事業所の指定を受けた事業所】 
○総合事業の現行相当サービスについて、「みなし指定」を受けておりません。新たに指定申請 

  の手続きが必要となります。 

○手続きの書類・受付期間については、改めてお知らせいたします。指定を受けたい事業者に 

  ついては、忘れずにご対応をお願いいたします。 

○訪問型基準緩和サービス（サービスＡ）及び通所型基準緩和サービス（サービスＡ）を提供す 

  るためには、別途指定手続きが必要です。 
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今後のスケジュール（案） 

平成28年10月頃 

【第２回事業者説明会】 
○新しい総合事業の事業構成や各サービスの 

  基準、単価等最終的な案の提示 

○事業者指定の手続き方法に関する説明 

平成29年２月頃 

【第３回事業者説明会】 
○国保連合会への請求事務等、具体的な事務手続き 

  についての説明（国保連から講師を招く予定） 

平成29年４月１日 【新しい総合事業実施】 

※上記スケジュール（案）の説明会以外にも、ケアマネジャー向け説明会を別途予定しております。 

    また、必要な情報はホームページ等で随時公開いたします。 
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ご清聴ありがとうございました。 
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